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新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
ワクチン接種後も、マスクの着用や手指消毒
などの感染予防対策をお願いします！

◎問い合わせ…健康増進課ワクチン接種推進係
　　　　　　　 ☎（23）6591 Fax（23）1714

【ワクチンの接種について】

【接種券について】
接種券は、１・２回目の当初はシールでの接種券でしたが、予診票一体型接種券に変更となりました。
予診票の右上、バーコードおよび二次元コードが印字されている部分が接種券となります。
接種券部分に接種回数表示がありますので、接種の際には回数を確認の上、ご使用ください。

【接種券を失くした場合】
　市内各保健センターで再発行の申請を行ってください。
　まだ１・２回目の接種も可能ですが、12歳以上の方で１・２回目の接種ができる医療機関等が限られてき
ています。接種希望のある方は、早めの接種をお勧めします。
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回数 接種対象 使用ワクチン 接種間隔

１・2回目 満５歳以上

ファイザー
※ 12歳以上でモデルナ、18歳以上でノ

ババックス、原則40歳以上でアスト
ラゼネカワクチンの接種が可能です
が、二本松で１・２回目で使用して
いるワクチンはファイザーのみです。

１回目接種後、３週間後に２回目を接種します。

３回目 満12歳以上
満18歳未満 ファイザー

２回目接種後、５カ月経過後より接種可能となりました。
満18歳以上 ファイザー

またはモデルナ

４回目

満60歳以上

ファイザーまたはモデルナ

３回目接種から５カ月を経過する頃に接種券を送付し
ます。

満18歳以上60歳未
満の方のうち次の
いずれかに該当す
る方
・ 基礎疾患を有す

る方
・ その他重症化リ

スクが高いと医
師が認める方

３回目接種後、５カ月経過後より接種可能です。
※「 新型コロナワクチン接種基礎疾患確認票」の提出が

必要です。（１・２回目で申請している方であって
も、改めて申請が必要）

　・受付窓口  市内各保健センター、各支所地域振興課、
各住民センター、市民課（市役所１階）

　・市のウェブサイトでも受け付けています。
　　（かんたん電子申請）

各ワクチンの詳しい説明等は接種総合
案内サイト「コロナワクチンナビ」でご
確認ください。


